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要  旨  

先日、朝鮮民主主義人民共和国にて日本国籍を名乗る人物や遺骨が発

見されたというニュースが報道されたが、我が国では、横田めぐみさん

であるとされた遺骨が、日本の研究機関のＤＮＡ検査により否定された

過去がある。  

朝鮮民主主義人民共和国に存在する遺骨や生存者の適切な判別のため、

また、生存者に過度の期待をもたせないためにも、日本政府が速やかに

朝鮮民主主義人民共和国からＤＮＡ検査用のサンプルの提供を受け、国

内の検査機関により検査を行い、判別することを求める決議をしていた

だきたい。  
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